
※令和4年4月1日より前に開始する事業年度の場合は、通算を連結と読み替えて内容を記載してください。

－

＊この更正の請求が、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に係るものである場合には、「仮装経理に基づく過大申告に係るもの」と記載してく
ださい。

＊この更正の請求が、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づく国税通則
法第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、「租税条約の実施に係るもの」と記載してください。
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